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剰余金の配当等の決定に関する方針の変更に関するお知らせ 

 

当社は、2023 年５月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、剰余金の配当等の決定に関する

方針（以下「配当方針」という。）を変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、変更後の配当方針は、2024 年３月期の配当より適用いたします。 

 

記 

 

１．変更理由 

当社は、配当方針について、安定的・継続的な配当を実施していくことを基本としておりまし

たが、株主の皆様への当社の利益還元の姿勢をこれまで以上に明確にするため、年間の１株当た

り配当金額に 100 円の下限を設定した配当方針に変更を行うものであります。 

 

２．変更内容 

（下線部は変更箇所を示します。） 

  （１）従来の配当方針 

当社は株主の皆様への利益還元について、親会社株主に帰属する当期純利益の30%を目安に、

新製品開発を推進するための設備・人財・研究などへの戦略的投資、中長期的な企業財務体質

の強化等を総合的に勘案しつつ、安定的・継続的な配当に努めます。 

また、１株当たりの株主価値を向上させるとともに、資本効率の向上を図るため、適宜自己

株式の取得に努めます。 

 

（２）変更後の配当方針 

当社は株主の皆様への利益還元について、新製品開発を推進するための設備・人財・研究な

どへの戦略的投資、中長期的な企業財務体質の強化等を総合的に勘案しつつ、原則として、年

間の１株あたり配当額100円を下限として、親会社株主に帰属する当期純利益の30%を目安とし

た安定的・継続的な配当を実施するよう努めます。 

また、１株当たりの株主価値を向上させるとともに、資本効率の向上を図るため、適宜自己

株式の取得に努めます。 

なお、著しい経営環境の変化などの特殊要因により、親会社株主に帰属する当期純利益が大

きく変動する場合は、配当金の見直しを検討するものとします。 

 

以 上 


